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本日の内容

• 最近の著作権法をめぐる動き

著作権法第35条（授業利用）を中心に

• 授業でできるようになったこと

• 研究における著作物利用
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授業利用関連の著作権法をめぐる動き

オンライン授業などでの著作物使用許諾手続きの複雑さ・不許可による制限

→教育のICT化を阻害する要因に

2018年5月 著作権法改正（第35条）

従来でも対面授業では、授業での資料配布などは無許諾で利用可能でした。

改正後は

• 授業目的公衆送信補償金制度が創設されました。

• 学校・大学が文化庁の指定管理団体 (SARTRAS) へ補償金を支払うことで、
著作物は個別に許諾を得ることなく、オンライン授業で利用可能になります。

※2020年度は無償とする特例措置（2020.4.28）

• SARTRASは、利用の実績に応じて著作権者へ使用料を配分します。 3



授業で使えるようになったこと

あらゆる著作物について、

• 予習・復習用の資料のメール送信

• オンデマンド授業で講義映像や資料を送信

• リアルタイム配信授業での資料送信 など

授業に関連する資料の公衆送信ができます。

Zoomでの配信、学務情報システムでの送信、

動画での配信やアップロード（※受講者のみに限定）、

メール添付での送信 …などのことです

4



授業で使えるようになったこと（注意点）

• 使用できる著作物は、国内・海外で公表されたもの。

• 授業の過程で必要な場合（予習、当該の時限、復習）に限られ、直接授業に
関係ない場合は該当しない。

→教授会、FD、サークル活動などは該当しない。

• 著作権者の権利を不当に害することになる場合は、該当しない。

→教科書や問題集など、市販品を購入せずに済むような形での複製・送信は

個別に許諾が必要。

• 受講者に限らず不特定多数が視聴できるような状態での配信は、該当しない。

→アクセス制限のないHP上での公開や、YouTubeで「公開」の設定で

アップロードすることは、個別に許諾が必要。
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整理すると

想定される使用例 従来 改正後

• 対面授業での紙の配布
• 対面授業の他の会場への配信で

の資料の投影

無許諾・無償で可能 そのまま可能

• 予習・復習用資料の送信
• オンデマンド授業（録画した動

画配信）での資料送信
• リアルタイム配信授業での資料

送信

個別に許諾が必要
使用料の支払い

SARTRASへ補償金を支払う
ことで利用可能
※2020年度は無償

• 授業以外での複製・配信
• 市販の書籍全体の複製・配信
• 独習を前提とし販売されている

問題集等の複製・配信
• 受講する学生に限定しない配信

個別に許諾が必要
使用料の支払い

変更なく個別に許諾が必要
使用料の支払い
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（参考）著作権者への配分は

• 利用者（先生）から１つ１つの著作物の利用について申告する必
要はありません。

• 利用実績を把握する方法として、SARTRASによるサンプル調査
が検討されています。

（後日、大学として協力を求められる可能性あり）

• SARTRASでは、その利用実績調査をもとに著作権者へ使用料の
配分を行うものと思われ、配分ができない場合は共通目的事業に
使用するとのことです。 7



研究目的での著作物利用

特徴

• コンテンツは様々

（文献資料だけではなく、プログラム、音楽、写真、調査質問票、…）

• 利用許諾の問題

• 許諾が必要な場合の窓口がわからないことも

• 許諾までに時間がかかり、手続きが煩雑

• 利用条件が不透明

著作権法では

「研究」という行為に特化した権利制限は存在しない
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解決の可能性が見込まれる方策

• 権利制限（フェア・ユース）

主体、目的、資格、成果の公表媒体など、定義づけが必要

• ワンストップ窓口

授業利用のように簡便な手続きの窓口

権利情報を集約

• クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

利用に関する著作権者の意思を明示

• 学術論文のオープン・アクセス化

• 学術論文の著作権の帰属先

掲載論文の多くは投稿時に出版社（学協会）へ著作権が帰属してしまう

著者による再利用ができるような制度が必要
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まとめ

• 2018年の著作権法の改正、2020年の施行により、授業において無許諾で公
衆送信ができるようになりました。

• 利用には、著作権者の不当な権利侵害にならないようにするなどの注意が必
要です。

• 研究目的での著作物の利用に関する問題も、検討が始まっています。
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